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平成３０年第１１回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 平成３０年１１月２８日午後１時３０分、下記の件の議定のため、平成３０年第１１回

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号 農地転用事業計画変更承認申請について 

日程第１１ 議案第 ５号 農用地利用集積計画について 

日程第１２ 議案第 ６号 非農地証明願について 

 

 

 

１ 出席委員 （２１名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、  ２番 大 黒  昭 夫 委員、  

３番 阿 部  一 信 委員、  ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、  ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、  ８番 大 場  裕 之 委員、 

９番 曽 根  金 雄 委員、 １０番 千 葉  優 子 委員、 

  １１番 鈴 木  春 江 委員、 １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

  １３番 及 川  正 一 委員、 １４番 多 田  仁 一 委員、 

  １５番 佐々木  吉 司 委員、 １７番 岩 渕    弘 委員、       

１９番 佐 藤    勝 委員、 ２０番 狩 野  和 義 委員、 

  ２１番 秋 山  憲 義 委員、 ２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者、

２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

２ 欠席委員 （３名） 

１６番 菅 原  英 俊 委員、 １８番 佐々木  弘 委員、 

２２番 米 山  嘉 彦 委員 
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３ 議事に参与した者 

事務局長      小野寺 昭 仁 

事務局長補佐    阿 部 泰 憲 

主幹兼農地農政係長 小野寺   崇 

農地農政係 主査  菅 原 賢 一 

農地農政係 主査  千 葉 美 香 

 

 

 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長（会長） 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

只今から、平成３０年第１１回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長（会長） 

ただいまの出席委員は２０名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

       

議長（会長） 

 欠席及び遅刻の通告があります。 

 議席番号１６番 菅原 英俊 委員、議席番号１８番 佐々木 弘 委員、議席番号２

２番 米山 嘉彦 委員から、所用のため欠席する旨の通告、議席番号４番 吉田 優俊

委員から所用のため遅刻する旨の通告があります。 

 

議長（会長） 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長ほか、関係職員を出席させております。 
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議長（会長） 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、議席番号１４番 多田 仁一 委員、議席番号１５番 佐々木 吉

司 委員の両名を指名いたします。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異

議ございませんか。 

 

―［異議なし］の声― 

 

議長（会長） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定しました。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

１０月３０日から１１月２８日までの事務・事業結果並びに１１月２９日から１２月

２６日までの事務・事業予定について、報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 
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議長（会長） 

日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

第１区の番号１番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ８６３㎡の内１８０㎡、先月の総会で審議し

た農業振興地域整備計画の変更に係る諮問案件において、農業用施設用地と用途変更され

たことに伴い、農業用施設である農機具置場として利用する旨の１案件を説明報告。 

 

議長（会長） 

次に、去る１１月２０日、議席番号２３番 黒澤 光啓 会長職務代理者、農地利用最

適化推進委員の 氏家 優一 委員及び 小原 公康 委員が、現地確認を行っておりま

すので、その結果の報告をお願いします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 秀男 推進委員 

報告第１号の番号１番について現地確認調査を行ってまいりましたので、報告します。

現地の地目は田でありますが、既に転作田として北側は育苗ハウスとして利用されてお 

りました。また、先月の農業振興地域整備計画の変更で、用途変更が承認されている案件

で、排水等についても特に問題はなく、周辺農地に与える影響もないものと確認してまい

りましたので、報告いたします。 

 

議長（会長） 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番から５番までの５案件、 

第２区の番号６番から１４番までの９案件、 

第３区の番号１５番及び１６番の２案件、 

併せて、１６案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番は、一迫地区の田１筆 ４，５４８㎡、議案第１号 農地法第３条

許可関連で、所有権移転贈与（特定遺贈）を行うため、基盤法の双方合意による賃貸借

権設定解約の１案件、 

番号２番は、一迫地区の田４筆 ２，８６３㎡、贈与を行うため、農地法第３条の双方

合意による賃貸借権設定解約の１案件    

番号３番は、瀬峰地区の田１筆 １，０２２㎡、自作を行うため、農地法第３条の双方

合意による賃貸借権設定解約の１案件 

番号４番は、瀬峰地区の田２筆 ７，９１７㎡、畑１筆 ８１８㎡、合計 ８，７３５

㎡、売買を行うため、農地法３条の双方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号５番は、瀬峰地区の田１筆 ２，３９０㎡、自作を行うため、農地法第３条の双方

合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

第２区の番号６番は、若柳地区の畑１筆 ４４４㎡、農地中間管理機構への貸出を行

うため、農地法第３条の双方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号７番は、若柳地区の田２０筆 ４０，０７３㎡、借受人の労働力不足のため、基盤

法の双方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号８番は、若柳地区の田１４筆 １１，０６０㎡、売買を行うため、基盤法の双方合

意による賃貸借権設定解約の１案件 

番号９番は、金成地区の田２筆 ８，１０８㎡、畑３筆 ９２３㎡、合計 ９，０３１

㎡、議案第１号 農地法第３条許可関連案件で、後継者に使用貸借権設定を行うため、農

地法３条の双方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１０番は、金成地区の田２筆 １，６０７㎡、議案第５号 農用地利用集積計画関

連で、所有権移転売買を行うため、基盤法の双方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１１番は、金成地区の田１筆 ９９０㎡、借受人を変更するため、基盤法の双方合

意による賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１２番及び番号１３番は、金成地区の田１筆 ５１８㎡、議案第５号 農用地利用

集積関連で、他の借受人に賃貸借権設定を行うため、農地中間管理事業の双方合意による

賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１４番は、志波姫地区の田２筆 ３，４０７㎡、農地を取得するため、基盤法の双

方合意による賃貸借権設定解約の１案件、 

第３区の番号１５番は、栗駒地区の田１３筆 １２，９６０㎡、議案第１号 農地法第

３条許可関連案件で、他の借受人に賃貸借権設定を行うため、農地法３条の双方合意によ

る賃貸借権設定解約の１案件、 

番号１６番は、栗駒地区の田３筆 ２，８９０㎡、自作を行うため、農地法第３条の双

方合意による賃貸借権設定解約の１案件 

以上、１６案件を説明報告。 

 



 6 

議長（会長） 

これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について報告

を終わります。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告いたします。 

第２区の番号１番から３番までの３案件、 

第３区の番号４番の１案件、 

併せて、４案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、若柳地区の田５筆 ６，１６４㎡、畑２筆 １，１４３㎡、合計

７，３０７㎡、新たに賃貸借権設定を行うため、農地法第３条の親子間による使用貸借権

設定解約の１案件、 

番号２番は、志波姫地区の畑１筆 ４９６㎡、議案第１号 農地法第３条許可関連案件

で、所有権移転売買を行うため、農地法第３条の親子間による使用貸借権設定解約の１案

件、 

番号３番は、志波姫地区の田１筆 ４９６㎡、売買を行うため、農地法第３条の親子間

による使用貸借権設定解約の１案件 

第３区の番号４番は、栗駒地区の田６筆 １２，００４㎡、議案第５号 農用地利用集

積計画関連で、賃貸借権設定を行うため、農地法第３条の親子間による使用貸借権設定解

約の１案件 

以上、４案件を説明報告  

 

議長（会長） 

これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案
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件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第２区の番号９番の１案件を審議します。 

議席番号５番 岩淵 敬一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 １時４６分）（５番 岩淵 敬一 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 １時４７分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号９番は、若柳地区の田１筆 ４，１２４㎡、労働力不足ため、相手方の

要望による賃貸借権設定の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る１１月２２日、議席番号１４番 多田 仁一 委員、農地利用最適化推進委

委員の 小野 大介 委員及び 阿部 正一 委員が現地確認調査を行っておりますの

で、その結果の報告をお願いします。 

それでは、議席番号１４番 多田 仁一 委員から報告願います。 

 

１４番 多田 仁一 委員 

現地確認調査結果について、報告いたします。 

詳細については、事務局が説明したとおりであり、労働力不足のため、相手方の要望に

よる賃貸借権設定であり、なんら問題はないものと確認してまいりました。以上、報告い

たします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 
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それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号９番の１

案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

９番の１案件は、原案のとおり許可することに、決定いたしました。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号５

番 岩淵 敬一 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 １時４９分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 １時５０分） 

第１区の番号１番から７番までの７案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １，８３０㎡、老齢により家族へ経営を引

き継ぐため、持分贈与による所有権移転贈与の１案件、 

番号２番は、高清水地区の畑３筆 １，３６１㎡、破産手続き開始による財産処分のた

め、相手方の要望による所有権移転売買の１案件、 

番号３番は、一迫地区の畑１筆 ９５７㎡、労働力不足のため、相手方の要望による所

有権移転売買の１案件、 

番号４番は、一迫地区の田１筆 ４，５４８㎡、畑４筆 ５，６２３㎡、合計 １

０，１７１㎡、特定遺贈を執行するため、遺言による所有権移転贈与の１案件、 

番号５番は、一迫地区の田４筆 ６，３３３㎡、老齢により経営継承するため、親子

間による所有権移転贈与の１案件、 

番号６番は、一迫地区の田２筆 １，１５５㎡、耕作不便のため、耕作利便者への所

有権移転贈与の１案件 

番号７番は、瀬峰地区（一部高清水地区）の田８５筆 ７０，１４６㎡、畑２６筆 ２

８，４８７㎡、合計 ９８，６３３㎡、農業後継者へ経営継承するため、親子間による所
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有権移転贈与の１案件、 

以上、７案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、小原 公康 委員から報告願います。 

 

 

小原 公康 推進委員 

議案第１号について、書類審査及び現地確認調査を実施して来ましたので、報告いたし

ます。 

番号１番から７番までの詳細については、事務局から説明あったとおりであり、労働

力不足や財産処分による売買及び贈与、親子間の経営移譲による贈与となっており、許

可にあたっては、基準要件である効率的な利用や周辺地域の農地利用にも支障がなく、

特に問題ないものと判断いたしました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 番号１番の案件について、妻・子・孫４人に対し、持分各３２分の１となっているが、

その理由について伺う。 

 また、番号７番の案件で、高清水地区の畑１筆 ７，９２７㎡について、持分３分の１

となっているが、組合所有等の持分であるのか、面積は、合計面積なのか、持分３分の１

分の面積なのか伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 番号１番については、贈与税対策の一環として毎年贈与しているものであり、持分各３

２分の１を８年かけて贈与する案件である。 
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 番号７番については、個人３名、３分の１の共有地であり、今回は、申請人自身の持分

３分の１を贈与する案件となっている。また、面積は、共有者３名の全体面積（登記台帳

面積）となっている。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号８番及び１０番から１７番までの９案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

番号８番は、若柳地区の田２４筆 ２５，２００㎡、畑１筆 ３３６㎡、合計 ２５，

５３６㎡、農業後継者へ経営継承するため、親子間による所有権移転贈与の１案件、 

番号１０番は、金成地区の畑１筆 １，８０８㎡、労働力不足のため、相手方の要望に

よる所有権移転売買の１案件、 

番号１１番は、金成地区の畑３筆 ３，０９８㎡、労働力不足のため、経営規模拡大に

よる所有権移転贈与の１案件、 

番号１２番は、金成地区の田６筆 ６，５４３㎡、農業後継者へ経営継承するため、親

子間による所有権移転贈与の１案件、 

番号１３番は、金成地区の田２７筆 ３１，４４５㎡、畑３筆 ９２３㎡、合計 ３２，

３６８㎡、農業者年金継続受給のため、親子間の経営継承による使用貸借権設定の１案件、 

番号１４番は、金成地区の畑１筆 ４４，７１４㎡、農地法第５条許可関連案件で、営

農型太陽光発電設備を設置するため、相手方の要望による区分地上権設定の１案件、 

番号１５番は、志波姫地区の畑１筆 ４９６㎡、耕作不便のため、相手方の要望による

所有権移転売買の１案件、 

番号１６番は、志波姫地区の田６筆 ４，８４６㎡、畑１筆 ２２８㎡、合計 ５，０

７４㎡、農業後継者へ経営継承するため、孫への所有権移転贈与の１案件、 

番号１７番は、志波姫地区の田１筆 ４６２㎡、経営規模拡大のため、相手方の要望に

よる使用貸借権設定の１案件、 

以上、９案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 
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それでは、議席番号１４番 多田 仁一 委員から報告願います。 

 

１４番 多田 仁一 委員 

現地確認調査結果について、報告いたします。 

詳細については、事務局が説明したとおりであり、いずれも、労働力不足のための売買

や贈与、経営継承のための使用貸借等であり、特に問題ないものと判断しました。ご審議

の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１８番から２８番までの１１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

番号１８番は、栗駒地区の田２筆 ４，９８１㎡、 

番号１９番は、栗駒地区の田３筆 ７，４１４㎡、畑１筆 ９８㎡、合計 ７，５１２

㎡、 

番号２０番は、栗駒地区の田１筆 ９５８㎡、 

番号２１番は、栗駒地区の田１筆 １，３３７㎡、 

いずれも、経営規模拡大のため、相手方の要望による所有権移転贈与の４案件、 

番号２２番は、栗駒地区の田２筆 ２，２７５㎡、農業後継者へ経営継承するため、親

子間による所有権移転贈与の１案件、 

番号２３番は、栗駒地区の田１３筆 １２，９６０㎡、 

番号２４番は、栗駒地区（一部一迫地区）の田１８筆 １８，６５４㎡、 

番号２５番は、栗駒地区の田８筆 ２３，４６３㎡、 

いずれも、労働力不足のため、相手方の要望による賃貸借権設定の３案件、 

番号２６番は、鶯沢地区の畑１筆 ９９０㎡、労働力不足のため、経営規模拡大による

所有権移転売買の１案件、 

番号２７番は、鶯沢地区の田９筆 １４，０８１㎡、畑２筆 ８７７㎡、合計 １４，

９５８㎡、遠距離で耕作不便のため、経営継承による所有権移贈与の１案件、 
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番号２８番は、鶯沢地区の田１筆 ３１６㎡、耕作不便のため、相手方の要望による使

用貸借権設定の１案件、 

以上、１１案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る１１月２２日、議席番号１５番 佐々木 吉司 委員、農地利用最適化推進

委員の 狩野 正行 委員 及び 芳賀 博秋 委員が現地確認調査を行っておりますの

で、その結果の報告をお願いたします。 

それでは、狩野 正行 推進委員から報告願います。 

 

狩野 正行 推進委員 

議案第１号について、書類審査及び現地確認調査を行ってまいりましたので、報告い

たします。 

番号１８番から２８番までの詳細については、事務局から説明あったとおりであり、

労力不足や財産処分による贈与・売買、また、親子間の経営継承による贈与となってお

り、許可にあたっては、許可要件である利用効率要件や地域調和要件など、特に問題は

ないものと判断してまいりました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 番号２７番の案件について、譲受人の農業経営状況や農業生産状況について伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 番号２７番の労働力者数は２名、農業用機械を備えている農家（譲受人）であり、贈与

を受ける側としては、特に問題のない農業者である。 
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議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

８番まで及び番号１０番から２８番までの２７案件は、原案のとおり許可することに、ご

異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から８番まで及び番号１０番から２８番までの２７案件は、原案のとおり許可するこ

とに、決定いたしました。  

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

第２区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、志波姫地区の畑１筆 １１５㎡を住宅用地として転用し、市道か

ら農地（田）までの耕作道（通路）及び駐車場を造成するものであり、農地区分は、１０

ｈａ以上の規模の一団の農地区域内にある第１種農地に該当するが、拡張に係る部分の敷

地の面積が既存施設の敷地面積の２分の１を超えないことから、不許可の例外規定で取り

扱う旨の１案件が、許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 
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それでは、議席番号１４番 多田 仁一 委員から報告願います。 

 

５番 多田 仁一 委員 

議案第２号 番号１番の詳細については、事務局から説明のあったとおりであり、現

地を見ますと、測量も済み、境界杭も設置されておりました。また、宅道としても使い

たいとのことでありましたので、特に問題はないものと確認してきましたので報告しま

す。ご審議の程、よろしくお願いします。 

   

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

  

 ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番の

１案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についての番号１

番の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

 

 

議長（会長） 

日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

初めに、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番は、一迫地区の田２筆 ２，３９２㎡を地上権設定により借り受け、

業務用用地として転用し、太陽光発電施設を設置し売電収入を得るものであり、農地区分

は、山林等に囲まれた小集団の生産性の低い第２種農地である旨の１案件 

番号２番は、一迫地区の畑１筆 ４３６㎡を所有権移転贈与により父から譲り受け、住

宅用地として転用し、住宅１棟及び駐車場を建築造成するものであり、農地区分は、一迫

総合支所から３００ｍ以内に存する第３種農地である旨の１案件 

以上、２案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、議席番号２３番 黒澤 光啓 会長職務代理者から報告願います。 

 

２３番 黒澤 光啓 会長職務代理者 

現地の確認調査を行ってきましたので、報告します。 

番号１番の詳細については、事務局から説明があったとおりでありますが、現地は、図

面等でも分かるように周囲は山林化されており、農地に与える影響はないものと、 

番号２番についても、詳細は事務局から説明があったとおりであり、住宅化されている

地域の農地の転用であり、他の農地に与える影響はないものと確認してまいりました。 

以上であります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、２０番 狩野委員。 

 

２０番 狩野 和義 委員 

 番号１番の案件について、西側は山林化されているとの報告であったが、過去に土所崩

れが発生した箇所でもある。現地確認において、雨水等の排水計画や土砂などの流入につ

いて、問題はなかったか伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 
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事務局 

 番号１番の現地は、丘陵地で休耕田となっているところであり、平場に太陽光発電設備

を設置し、雨水等の排水は、自然浸透及び既存排水路を使用する計画となっており、特に

問題はないものと考えている。 

 

議長（会長） 

 はい、２３番 黒澤 職務代理者 

 

２３番 黒澤 光啓 会長職務代理者 

申請地は、平場の他に急傾斜な法面が多く存する場所で、法面は、草が繁殖し安定して

おり、土所崩れの発生は少ないものと確認してまいりました。また、土手の部分も安定し

た勾配であり、心配は無いものと見てまいりました。以上であります 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。はい２０番、狩野委員。 

 

２０番 狩野 和義 委員 

 過去にも土砂崩れが発生した箇所でもあるので、注意して見ていきたいと思います。 

 

議長（会長） 

 他にありませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番から７番までの５案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号３番は、若柳地区の畑２筆 ９２６㎡を所有権移転売買により買い受け、

業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置し売電収入を得るものであり、農地区分

は、都市計画区域の用途指定地域内に存する第３種農地である旨の１案件、 

番号４番は、若柳地区の田１筆 ３５８㎡を所有権移転売買により買い受け、住宅用地

に転用し、住宅及び駐車場を建築造成するものであり、農地区分は、１０ｈａ以上の規模

の一団の農地区域内にある第１種農地に該当するが、集落に接続して設置されることか

ら、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 
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番号５番は、若柳地区の畑１筆 １，３２６㎡を賃貸借権設定により借り受け、業務用

地として転用し、太陽光発電施設を設置し売電収入を得るものであり、農地区分は、集落

等に囲まれた小集団の生産性の低い第２種農地である旨の１案件、 

番号６番は、金成地区の畑１筆 ４４，７１４㎡の内１１２㎡を賃貸借権設定により借

り受け、業務用地として一時転用し、上部では営農型太陽光発電施設を設置し、売電収入

を、下部では牧草を作付けし、収入を得るものであり、農地区分は、農用地区域内にある

農地に該当するが、一時的な転用であることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案

件、 

番号７番は、志波姫地区の田１筆 １，０３７㎡を所有権移転売買により買い受け、業

務用地として転用し、不足する社員駐車場を造成するものであり、農地区分は、集落等に

囲まれた小集団の生産性の低い第２種農地である旨の１案件、 

以上、５案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、議席番号１４番 多田 仁一 委員から報告願います。 

 

１４番 多田 仁一 委員 

農地法第５条許可申請について、現地確認調査結果を報告します。 

詳細については、事務局から説明あったとおりでありますが、 

番号３番は、申請地の周囲が既に太陽光発電設備が設置されている場所、 

番号４番は、個人住宅用地で周囲は既に住宅が立ち並んでいる地域、 

番号５番、６番は、太陽光発電設備の用地、 

番号７番は、既存工場の駐車場が手薄になったための転用で、全ての案件において、特

に問題はないものと判断しました。以上であります。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号８番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

番号８番は、栗駒地区の畑１筆 ９６㎡を使用貸借権設定により親族から借り受け、住

宅用地・商業用地として転用し、居宅兼店舗１棟及び駐車場を建築造成するものであり、

農地区分は、１０ｈａ以上の規模の一団の農地区域内にある第１種農地に該当するが、集

落に接続して設置されることから、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件が、許可要件

を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、芳賀 博秋 推進委員から報告願います。 

 

芳賀 博秋 推進委員 

議案第３号の番号８番についてでありますが、現地を確認しますと、只今事務局から説

明があったとおりで、既存に住宅を取り壊し、居宅兼店舗を新築する際に、一部が申請地

にかかるものであります。周辺は、住宅化しており、農地に与える影響はないものと確認

してきましたので報告します。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

８番までの８案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から８番までの８案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 



 19 

 議長（会長） 

ここで、午後 ２時５０分まで休憩といたします。 

 （休憩 午後 ２時３６分から２時５０分まで） 

 

 

 

 

議長（会長） 

それでは、休憩を解き、会議を再開します。（午後 ２時５０分） 

日程第１０、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請について、を議題といたし

ます。 

第３区の番号１番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号１番は、栗駒地区の畑１筆 ５４５㎡、当初、賃貸借権設定により転用許

可を受け、太陽光発電施設を計画どおりに設置したが、権利設定の種類を地上権設定に変

更したい旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、芳賀 博秋 推進委員から報告願います。 

 

芳賀 博秋 推進委員 

議案第４号の番号１番について、現地の確認調査を実施してきたので、報告します。 

番号１番の現状については、只今事務局から説明あったとおり、山林を利用し計画どお

りに太陽光発電設備が設置されておりました。今回の変更は、一部農地に係る部分の権利

設定の変更であり、特に問題はないものと確認して参りましたので、ご審議の程、よろし

くお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、１９番 佐藤委員。 
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１９番 佐藤 勝 委員 

 勉強不足で申し訳ないが、権利設定区分の地上権設定とは、どのような内容であるのか

伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 地上権とは、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利をいい、土地所有者

の承諾がなくても譲渡・転貸が自由であることや登記義務があることなど、土地借地権と

比較して権利が強い権利設定となります。 

 

議長（会長） 

 補足しますと、この権利が設定されている土地については、所有者が建物を建てたりす

る場合などにおいて、権利設定者の許可がなければできないことや法務局の登記簿にも記

載することができるので、さらに強い権利設定である。 

よろしいですか。他にありませんか。はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 事業計画変更承認については、局長通達などを見ると、事業計画に着手しない場合や事

業計画に変更が生じた場合などは、変更申請しなければならないとなっているが、今回の

番号１番の案件は、権利設定の変更に伴う案件である。権利設定の変更の場合でも、この

通達による変更申請をしなければならないのか伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 今回の計画変更については、軽微な変更の取り扱いということで、許可権限者である宮

城県と協議した案件である。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。はい、１番 三浦委員。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 軽微な変更であれば、農業委員会の総会で審議する必要はないと思うがいかがか伺う。 
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議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

 登記法上、農地に地上権を設定し登記する場合には、許可が必要となることから、許可

権限者である宮城県と協議し、総会で審議した結果に基づき、許可発行の手続としたもの

である。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１番の１案件

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１

番の１案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 日程第１１、議案第５号、農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

初めに、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の田２筆 ４，６４７㎡、 
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番号２番は、高清水地区の畑１筆 ９４２㎡、 

いずれも、新規の賃貸借権設定である旨の２案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番から１６番までの１４案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号３番は、若柳地区の田１筆 ７８㎡、 

番号４番は、若柳地区の田２筆 ４，０４５㎡、 

番号５番は、若柳地区の田１筆 ９９５㎡、 

番号６番は、若柳地区の田４筆 ２，５７４㎡、 

番号７番は、若柳地区の田４筆 ３，２０６㎡、 

番号８番は、若柳地区の田６筆 ５，４３０㎡、 

番号９番は、若柳地区の田１筆 １，９５４㎡、 

いずれも、所有権移転売買である旨の７案件、 

番号１０番は、若柳地区の田１筆 ２，８２５㎡、 

番号１１番は、若柳地区の田９筆 ８，１９７㎡、 

いずれも、新規の賃貸借権設定である旨の２案件、 

番号１２番は、金成地区の田３筆 １，８０１㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

番号１３番は、金成地区の田８筆 ７，６１７㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案 

件、 

番号１４番は、金成地区の田２筆 １，５０９㎡、 

番号１５番は、金成地区の田１筆 ５１８㎡、 

いずれも、合意解約で報告した案件の関連で、以前に、総会で審議した農業振興地域整 

備計画の農振地域において、農業用施設用地と用途変更されたことに伴う新規の賃貸借権

設定である旨の２案件、 

番号１６番は、金成地区の畑１筆 ４４，７１４㎡の内４４，６０２㎡、農地法第５条 

許可申請した案件の関連で、新規の使用貸借権設定である旨の１案件、 

以上、１４案件を説明。 
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議長（会長） 

 次に、番号１４番及び１５番について、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、阿部 正一 推進委員から報告願います。 

 

阿部 正一 推進委員 

番号１４番及び１５番について、現地確認調査を行ってきましたので報告します。 

当地域の農業組合法人が、農作業の効率化のため、申請地に農業用施設を建設するもの

であり、現地は転作田となっており、周囲の農地にも特に影響はないものと確認してまい

りました。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１７番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号１７番は、栗駒地区の田６筆 １２，００４㎡、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から１７番までの１

７案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から１７

番までの１７案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 

 

 

議長（会長） 

 日程第１２、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

最初に、第２区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、志波姫地区の田１筆 ４９６㎡、願出地は、昭和６３年頃から不

耕作状態が続き、現在は、山林及び原野化し耕作困難状態となっているものであり、山林

への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号２番が、志波姫地区の田１筆 １，９０３㎡、願出地は、昭和３７年頃から不耕作

状態が続き、現在は、山林及び原野化し耕作困難状態となっているものであり、山林への

地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、阿部 正一 推進委員から報告願います。 

 

阿部 正一 推進委員 

 議案第６号 非農地証明願いについて、現地確認調査を行ってまいりましたので、報告

いたします。 

番号１番及び２番については、資料の現況写真でも分かるよう、現地を確認しますと、

長年にわたり不耕作状況が続き、山林化している状態でありました。農地としての復元に

はかなり難しい状況であり、許可にあたっては止むを得ないものと判断いたしましたので

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号３番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号３番は、栗駒地区の畑１筆 １，４１２㎡、願出地は、大正３年頃に畜舎

を建築し長年利用していたが、平成４年に新畜舎を建築し機能を移転した後は、物置とし

て利用、又、周囲は山林化しているものであり、宅地及び山林への地目変更を願い出た旨

の１案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号１５番 佐々木 吉司 委員から報告願います。 

 

１５番 佐々木 吉司 委員 

 議案第６号 非農地証明願について、現地確認調査を行ってまいりましたので、報告い

たします。 

番号３番については、現地写真のとおり、畑の一部に畜舎を建て、現在は物置として利

用、また、周囲は杉を植林し山林化している状況でありました。今後は、畑として利用も

できない状態であることから、許可にあたっては、特に問題はないものと判断してまいり

ました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 
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議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第６号、非農地証明願についての、番号１番から３番までの３案件は、

原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

      

―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１２、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から３番までの

３案件は原案のとおり承認することに決しました。 

 

 

 

 

会長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

よって、これで平成３０年第１１回栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

  ＜ 午後 ３時１５分 閉会 ＞ 
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